
資料 ２－１

平成３０年度北海道男女平等参画推進条例第１８条に基づく
道 民 等 か ら の 申 出 受 付 状 況 報 告

北海道における男女平等参画社会を実現するため、「北海道男女平等参画推進条例」を
制定し、平成１３年４月に施行しています。本条例第１８条において、「男女平等参画を
阻害すると認められるものがあるとき」、又は「男女平等参画に必要と認められるものが
あるとき」、道民等から知事に申し出ることができ、知事は関係機関と連携し、適切かつ
迅速な措置を講ずることとしています。
また、「北海道男女平等参画推進条例に基づく道民等からの申出に係る事務処理要領」

６（２）に基づき、毎年、知事への申出の受付状況を取りまとめ、その内容を北海道男女
平等参画審議会に報告することとしています。
平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの期間における申出の受付状況を、

次のとおり取りまとめましたので、報告します。

申出受付 対前年
備 考件数（件） 増減（件）

平成３０年度 ６５９ △８８ 詳細については、裏面のとおり

平成29年度 ７４７ ６６

平成28年度 ６８１ △ ２０

平成27年度 ７０１ △ ４３

平成26年度 ７４４ ８０

平成25年度 ６６４ △ ８４

平成24年度 ７４８ △ ４２

平成23年度 ７９０ １０２

平成22年度 ６８８ ４５

※ 平成21年度 ６４３ ７１
参
考 平成20年度 ５７２ ６１

平成19年度 ５１１ ２３

平成18年度 ４８８ １２２

平成17年度 ３６６ ３４

平成16年度 ３３２ ２９

平成15年度 ３０３ １６３

平成14年度 １４０ １１４

平成13年度 ２６ －

道民等からの申出受付件数は、平成２３年度の７９０件をピークに、その後、増減を繰り
返しております。申出内容は「夫・パートナーからの暴力」が申出件数全体の約８割を占
め、最も多い状況となっています。
また、受理した申出については、それぞれ関係機関と連携し、助言や、より適切な相談

機関を紹介する等の対応を行ったことを併せて報告します。


